
2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

「補助対象」、「委託内
容」、「活用事例」、
「事業イメージ」の中か
らタイトルを選択。
［ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

事業の目的を箇条書きで記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

事業名を記載
［ﾒｲﾘｵ、太字、18pt］

事業のポイントを簡潔に記載
［です･ます調、ﾒｲﾘｵ、太字、14pt］

予算額を記載
【令和７年度第１次補正予算要
求額 0,000百万円】
［ﾒｲﾘｵ、標準、13pt、数字は半
角］

事業内容を説明。冒頭で手短に、事業の背
景について触れること。
［ﾒｲﾘｵ、標準、11 or 12pt］

■実施期間

■事業形態

図・写真等を交えつつ、
このスペースに納まる
よう記述

小見出し［ﾒｲﾘｵ、濃青
緑、太字、12pt］

本文［ﾒｲﾘｵ、標準、
12pt］

問い合わせ先を記載
環境省○○局○○課
○○室 電話：03-
5521-xxxx
［ﾒｲﾘｵ、太字、12pt、電
話番号は半角］

以下から選択：
請負事業／委託事業／直接補助事業／直接
補助事業（基金）／間接補助事業／交付金
／交付金（基金）

※補助事業の場合は補助率も記載
※複数の事業種別がある場合や特殊なス
キームの場合は、適宜記載
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

「■選択」の欄は、事業形態に合わ
せ、以下の様に記載
①請負事業：■請負先
②委託事業：■委託先
③補助事業：■補助対象
④交付金： ■交付対象
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

以下から選択：
民間事業者・団体／非営利団体／大学
／研究機関／地方公共団体一般／都道
府県／市区町村
［ﾒｲﾘｵ、標準、12pt］

4. 

関連するSDGsのアイコン
を１つ以上記載

お問合せ先：

バーゼル条約に基づくPIC手続等作業効率化調査検討事業

事業イメージ

請負事業

PIC手続とは、バーゼル条約における規制対象で特定有害廃棄物等の輸出入に

ついて義務となっている事前通告・同意回答手続のことである。

これまで日本はこの手続を郵送及びメールで実施してきたが、令和７年１月か

ら施行されたe-waste改正などから規制対象品目が拡大し、手続件数及び１件

あたりの手続時間が増加している。

北米３か国やEUなど一部の国・地域ではこのPIC手続を電子化することで、手

続の迅速化が実現されているところ、こういった国際潮流に可及的速やかに対

応することで、国際資源循環において日本が遅れを取らないようにする。

電子化実現には複数年かかるところ、本補正要求予算において以下を行う。

・e-PICシステム構築のための要件定義や調達仕様事項の明確化

・システム構築実現までの期間に手続に遅れを取らないための、システム化以

前で実現できる国内手続の作業効率化

① 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（バーゼル条約）における事前通告・同

意回答手続（PIC手続）の効率化を実現する。

② PIC手続の更なる迅速化を実現するために、PIC手続の電子化（e-PIC)を導入するための必要準備を完了させる。

バーゼル条約に基づくPIC手続の作業効率化・電子化を実現し、条約の適正な施行及び資源循環体制構築に貢献します。

【令和７年度補正予算（案） 90百万円】

＜e-PICの最終的な絵姿＞

＜e-PIC実現のためのスケジュール＞

民間事業者・団体

令和７年度

■請負先

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室 電話：03-5501-3157
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